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教育委員会会議規則（第１８条関係） 

会  議  録 

文 書 分 類  保存期間 ○永、10、5、3、1 年   

会 議 の 名 称 第７回教育委員会定例会 

 

開  催  日  時 

令和３年７月２１日（水）      

午前・午後   １４時５０分開会 

午前・午後   １５時４５分閉会 

開  催  場  所 真壁庁舎 ３階 ３３５０会議室 

 

 

 

 

出    席    者 

（委員出席者氏名） 

教育長 稲川 善成、教育長職務代理者 野村 和夫 

委 員 小林 源洋、委 員 大島 均 

委 員 市村 尚夫 

（説明の出席者職・氏名） 

教育部長 栗林 浩 

次長兼学校教育課長 園田 哲也 

教育指導課長 田部井 悦子 

生涯学習課長 久見木 憲一 

スポーツ振興課長 五十嵐 敦 

文化財課長 高久 幸子 

学校給食センター所長 荒井 真澄 

議事録署名人の選任 大島 均 委員 

会  議  内  容 別紙のとおり 

会  議  資  料 
別紙のとおり 

第７回教育委員会定例会 

会議録作成方針 要点記録  

その他必要事項  

情報の公可否 
○可・否 

不開示理由（部分開示を含む） 

 

 

 

 

 

会  議  内  容     （審議内容・審議経過・結論等） 
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園田学校教育課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

園田学校教育課

長 

 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園田学校教育課

長 

 

 

１０分ほど早いですが皆さんおそろいですので始めさせていただ

きます。 

本日はご苦労様です。 

 

それではまず資料の確認をさせていただきます。 

（資料の確認） 

 

午後２時５０分開会を宣する。 

 

【１．開会】 

それでは、桜川市教育委員会定例会を始めさせていただきます。 

はじめに、稲川教育長からご挨拶と、諸般の報告をお願いいたしま

す。 

 

【２．教育長あいさつ及び報告】 

 改めましてこんにちは。お忙しいところお集まりいただきありが

とうございます。先週、委員さんに６校訪問していただきありがと

うございました。それぞれに貴重なご意見を頂戴しまして、学校が

元気づいたと報告を受けております。後期にもありますのでよろし

くお願いいたします。 

 さて、今日から夏休みというわけでございます。最終の出欠を見

ると小学校は６人欠席、中学校は９人欠席がありました。それぞれ

諸事情があると思いますが、大和中学校は欠席０が６０日もありま

した。中学校で欠席０が６０日はすごいことです。 

 オリンピックが明日から始まります。オリンピック・パラリンピ

ックの状況が違っていますが、この時代に出会った人たちを含め、

子どもたちにはいい思い出になると思う。子どもたちは夏休みにな

りますが、安全で有意義に過ごしてもらえればと思います。 

 

本日協議いただく案件は報告が１件、議案が１件でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

続いて６月・７月のスケジュールについて説明させていただきます。 

（資料により説明） 

 

ありがとうございました。 

 ここからの議事進行につきましては、稲川教育長にお願いいたし

ます。 
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稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

稲川教育長 

 

 

大島委員 

 

稲川教育長 

 

 

 

稲川教育長 

 

 

 

園田学校教育課

長 

 

稲川教育長 

 

 

大島委員 

 

 

田部井教育指導

課長 

 

大島委員 

 

 

 

 

 

 ただいまから令和３年第７回桜川市教育委員会定例会を開会いた

します。 

 本日の出席者は５名です。本委員会は成立することを報告いたし

ます。 

 

【３．議事録署名人の選任】 

 

 本日の定例会における議事録署名人につきましては、大島均委員

にお願いいたします。 

 

はい。 

 

 本日の会議に提案されている案件は、報告が１件、議案が１件で

ございます。ご協議をよろしくお願いいたします。 

 

【４．議事】 

それでは議事に入ります。 

報告第１４号「桜川市教育委員会事務点検評価結果報告書の議会

への提出」について学校教育課から説明願います。 

 

（資料により説明） 

 

 

説明が終わりました。委員さんから発言等あればお願いいたします。 

 

 

指導課ですが、外国語指導助手派遣ということで、幼稚園児に英

語に触れさせるとありますが、認定こども園にも派遣はしますか？ 

 

派遣していません。小中学校のみで行っています。 

 

 

以前に福祉の方の色んな会議に参加させていただきましたが、私

立の幼稚園から、公立だけでなく私立の幼稚園にも派遣できないか

という話がありましたのでお聞きしました。 

もう一点ですが、生涯学習課のわくわくチャレンジ推進事業につ

いて確認させてください。参加者がどうしても偏ってしまう。子ど

もたちがタブレットを利用できるようになったので、そういったも
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久見木生涯学習

課長 

 

 

 

 

 

 

稲川教育長 

 

久見木生涯学習

課長 

 

 

小林委員 

 

 

園田学校教育課

長 

 

 

 

 

 

 

栗林教育部長 

 

 

 

 

 

 

小林委員 

のを利用した家庭でのわくわくチャレンジを全員にやらせてみるの

はどうか。というのは、生涯学習課のゆずちゃんで情報を発信して

いる様子をみると、子どもたち向けにできたら面白いだろうなと思

うので、今後検討していただきたい。 

 

わくわくチャレンジは生徒を対象に進めてきましたが、さらにも

う少し対象の幅を広げてみてはという話がありましたので、親子で

参加などの取り組みもいいのかなと考えています。その際に、ゆず

チャンネルでも行っていますように、イングリッシュのコーナーで

英語に触れるようなものも取り入れていますので、ご家庭でも英語

に触れる機会を作れるかなと思います。ゆずチャンネルを中心に色

んな工夫をして進めていきたいと思います。 

 

ニーズ的な部分でアンケート調査をしてみるとかはないの？ 

 

当然参加していただいた方にはアンケートをしていただいていま

すが、需要調査という形で正式にアンケートをしていただいてはい

ないので、検討していきたいと思います。 

 

毎年、事務点検評価をさせていただく中で、評価区分の、改善に

ついて評価の仕方を詳しく教えてほしい。 

 

 終了、廃止、休止、継続の 4 つの項目がありますが、どこか１カ

所に○がつきます。継続に○がついた場合のみ、右側の項目に○を

つけます。継続で現状維持の場合は、そのままの状況を維持してい

く。改革・改善の場合は内容の見直し、目的再設定は目的を考え直

す。有効性は、やり方は変えず、効果的な方法はないか。統廃合は

他の事業と統合する。効率性はさらに効果が上がるように、公平性

はみんなに公平に、連携は他の事業とのやりとりです。 

  

目的再設定から後ろの項目の部分ですが、目的が合っているかど

うかが目的再設定で問われています。ここで結びついているのが妥

当であれば、目的を再設定しないということになる。これは内部評

価になるので評価委員さんとは少し違っている。有効性が成果の向

上維持や廃止・休止した方がいいという場合、向上の余地があると

なり、有効性、改善性があるというような見方で評価します。 

 

ありがとうございます。 
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稲川教育長 

 

 

 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

園田学校教育課

長 

 

 

 

 

 

 

 

他に発言はございませんか。 

 

発言がありませんので、報告第 14号は、報告のとおりといたしま

す。 

 

次に、議案第２１号「令和４年度 使用教科用図書の採択」につ

いては、地方自治法第 14条第 7項の規定に基づき、審議を非公開に

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

※非公開にする理由…9/1 以降に県が公表するため、それ以前は公表

できない。 

 

（異議なし） 

 

ご異議はございませんので、議案第２１号は非公開といたします。 

委員以外の方は、会場の外で待機願います。 

 

《非公開により、「教育長＋委員 4人」で図書採択を行う》 

 

図書採択終了後… 

 

非公開案件が終了しましたので、会議の非公開を解除します。 

 

議事については以上であります。 

 

 本日の案件は以上であります。 

議事進行にご協力いただきありがとうございました。 

 それでは、進行を学校教育課に戻します。 

 

 議事進行ありがとうございました。 

 

（「６ その他について説明」） 

 

 それでは、最後になりますが、次回の教育委員会定例会の開催日

時についてお諮りいたします。 

 会議規則により毎月２１日となっておりますが、８月２１日は土

曜日にあたります。２３日・月曜日は、公民館・体育館が休館と 
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全委員 

 

園田学校教育課

長 

なっています。また、２４日・火曜日は都合が悪いため、２５日・

水曜日１５時に開催したいと考えております。 

ご都合は如何でしょうか。 

 

（確認） 

 

それでは、来月の定例会は８月２５日水曜日に１５時から開催い

たします。よろしくお願いいたします。 

その他、委員さん・事務局からご意見、報告等はございませんか。 

   

 

以上で、定例会を終了いたします。 

ごくろうさまでした。 

 

午後３時４５分 閉会を宣す。 

  

 会議の正なることを証します。 

 

 

        令和  年  月  日 

 

教育長 

 

 

 

     議事録署名人 

       教育委員   
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